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はじめに

人口減少や少子高齢化が急速に進行する本県においては、地域の活力やコミ

ュニティ機能が低下傾向にある中で、社会経済の急激な変化や個人の価値観の

多様化などを背景に、行政サービスに対する住民ニーズが複雑化してきていま

す。

このため、行政、または住民だけでは解決できない課題も多くなってきてお

り、県民をはじめＮＰＯ、地縁組織、企業、大学など多様な主体が、協働しな

がら豊かな地域社会を創っていくことが重要です。

こうした認識は、広く県民の皆様にも共有されてきており、近年では、企業

や大学の地域貢献活動が活発化してきているほか、ＮＰＯや住民が自らの手で

地域課題の解決を図ろうとする取組も数多く見られるようになってきました。

このような動きを促進するため、県では、平成２２年３月に策定した「ふる

さと秋田元気創造プラン」において 「協働社会構築戦略」を掲げ、多様な主、

体が相互の特色を活かしながら、共に課題解決に取り組む「協働」を推進して

いるところです。

また、国においては 「新しい公共」の考えの下、地域の住民が、教育や子、

育て、まちづくりなどに共助の精神で参加する活動を応援するとともに 「新、

しい公共」の拡大と定着を図るため、その担い手となるＮＰＯ等の自立的活動

を後押しする事業を展開しています。

この「県民協働行動指針」は、国やこれまでの本県の協働推進の取組を踏ま

え、多様な主体それぞれが地域づくりの担い手であることを再認識し、その活

動に主体的に関わっていくための各々の役割と、多様な主体による更なる協働

の推進に向けて基本的な考え方を示したものです。

策定に当たっては、地域づくり活動を実践している方々から原案作成に協力

をいただいたほか、タウンミーティングを開催し、ＮＰＯ関係者をはじめとす

る県民の皆様からも多くの貴重な意見を頂戴し、まさに県民協働でつくり上げ

たものです。

今後とも県民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、ふるさと秋田の元

気を創造してまいります。

平成２３年３月

秋田県知事 佐竹 敬久
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１ 本県における協働の取組

⑴ これまでの公共の担い手

本来「公共｣とは｢官｣が担うものだけをさすのではなく、県民や自治会

などの地縁組織、企業、大学をはじめとする高等教育機関、民間非営利団

体（以下「ＮＰＯ等」と言います 、行政など多様な主体がそれぞれの。）

役割を果たし、協働して社会を担うことを意味します。

我が国には古来、結や講、寄合いといわれるような「支え合いと住民一

人ひとりが主役の社会」をつくるための知恵がありました。

しかし、近代国家の形成過程で 「官」＝「公共」という固定観念を生、

み、行政に地域づくりの決定権や財源などの資源が集中してきました。

、「 」 「 」、「 」 「 」そして 官 ＝ 公共 民 ＝ 個人生活や企業を中心とした経済

という役割分担は、戦後の高度成長時代を通じて、効率的に機能するもの

として評価されてきました。

⑵ 協働の必要性

これまでの官民の役割分担は、次のような理由で変化してきており、そ

れに対応するためにはそれぞれが単独で取り組むより、協働して推進する

ことが求められています。

① 行政の役割の変化

少子高齢化の進行や人口減少、財政逼迫の顕在化、人々の価値観の変

化などに伴い、公共サービスに対する住民ニーズが多様化する中、従来

のように行政がすべてのニーズに対応していくことは困難になってきて

います。

行政には、地域経営の核として、広く住民、ＮＰＯ、企業等の多様な

主体と連携・協力しながら施策を推進することが求められています。

② ボランティア・ＮＰＯ等活動の活性化

社会の成熟化とともに、住民の身近な暮らしに関わる分野で 「地域、

のことは自分たちで担いたい」というボランティアやＮＰＯ等の活動が

活性化しています。

本県においては、認証されたＮＰＯ法人が２７０団体を超え、各地域
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で地域自治組織等とともに、行政と協働で地域経営や課題解決に当たる

など、それぞれが、様々な地域づくりに積極的に貢献しています。

このようにＮＰＯ等は、住民自らが新しい公共サービスを創り出すこ

とで多様な住民ニーズに対応する、新しい「公共サービスの提供主体」

として期待されています。

⑶ 協働の意味

、 、 、協働の意味については 識者や行政 ＮＰＯ等それぞれの立場によって

その表現も様々ですが、本指針においては、次のとおりとします。

協働は、単に行政からＮＰＯ等に業務を委託するといったようなことで

はなく、双方の主体性、専門性を生かしながら協働することにより、双方

にメリットが発揮される（Ｗｉｎ Ｗｉｎの関係）とともに、単独で実施

するよりも効果があがる（１＋１≧２）とされています。

多様な主体が、共通・共有する目的を実現するため、それぞれの特性を活

かしつつ、対等な関係の下で協力し、相乗効果をあげながら取り組むこと。
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⑷ 協働の効果

① 満足度の高い公共サービスの提供

県民にとっては、ＮＰＯ等と行政が協働することで、公共サービスの

提供主体が多様化するとともに、ＮＰＯ等の特性を活かした柔軟な公共

サービスを受けることができるようになり、結果として、満足度の高い

公共サービスが受けられるようになります。

② 行政に対する県民参加の促進

県民が自発的、主体的にＮＰＯ等の活動に参加することを通じて行政

と協働し、地域課題の解決に取り組むことで、行政に対する県民参画の

促進につながります。

③ ＮＰＯ等の活動の活性化と「新しい公共」の一員としての認知

ＮＰＯ等にとっては、協働事業を通じて組織や財政基盤の強化、事業

遂行能力の向上、活動の活性化につながり、社会的理解や評価が高まり

ます。

また、政策形成過程への参画機会が拡大するなど 「新しい公共」の、

一員として社会的に認知されるようになります。

④ 企業や大学等高等教育機関の地域への一層の定着促進

企業にとっては、自分たちの専門知識や企業の特性を活かすことで、

社会的認知度やその評価が高まり、信用度の向上や人材育成につながり

ます。

大学等の高等教育機関にとっては、学際的研究に基づく成果を活かし

た社会貢献をすることで、社会資本としての認知度が高まり、人材の育

成にもつながります。

こうした活動を通じて、企業や大学等は地域への一層の定着が図られ

るとともに、地域が振興することで経済的効果も期待できます。

⑤ 行政改革や職員の意識改革

行政にとっては、行政と異なる能力・特性や行動原理を持つＮＰＯ等

との協働を進めることで、事業の必要性や役割の見直しにつながるとと

もに、職員の意識改革を促し、一人ひとりが新たな価値（独自の施策や
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サービス等）を創造していくことにつながります。

⑸ 本県における協働の取組

県ではＮＰＯ等との協働を進めるため、次のような取組を行ってきまし

た。

「 」 （ ）① 協働による地域づくり活動に関する宣言書 の策定 平成１８年度

地域づくり団体と県が協働で地域づくり活動を進める際の基本理念を

定め、合意した団体と知事が署名を交わしました。これまで１５１の団

体と宣言書を取り交わしています。

なお、この宣言書の策定に当たっては、市民活動を行うＮＰＯ・地縁

組織団体等による検討会議が組織され、県も地域づくりに関わる一団体

として参加しました。

② 「秋田県協働推進ガイド」の策定（平成１９年度）

県が多様な主体との協働を更に推進するためには、県としての統一的

な協働推進のルールや仕組みが必要との考えから策定したもので、県職

員向けの協働推進マニュアルとして活用されています。

③ 「ふるさと秋田元気創造プラン」の策定（平成２１年度）

平成２２年度以降の県政運営の指針となる「ふるさと秋田元気創造プ

ラン」の５つの戦略のひとつとして「協働社会構築戦略」を位置付け、

多様な主体が協働して、新しい公共を担っていく社会を目指していくこ

ととしました。
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２「新しい公共」の時代へ

⑴ 「新しい公共」に向けて

１(2)で述べたように、行政の役割の変化やボランティア・ＮＰＯ等活

動の活性化の動きと相まって、これまで行政（官）が主に担ってきた分野

を、県民、企業、ＮＰＯ、行政等の多様な主体がそれぞれの立場で公共的

サービスの提供者となり、ともに支え合う仕組みや体制を構築しようとい

う考え方が広まってきています。

これからは、こうした多様な主体が「新しい公共」の担い手となり、互

いに協働しながら、個人の力、地域の力、個性を活かせる豊かな社会を創

っていくことが重要です。

⑵ 本指針における「新しい公共」

これまでの取組により、県とＮＰＯ等との協働の事例が数多く見られる

ようになったほか 「８ 協働の事例」に掲げたように、民間企業とＮＰ、

Ｏ等との連携や県民、ＮＰＯ、企業、行政の連携プロジェクトが実施され

ています。

今後は、各主体がそれぞれの立場で共に「公共」を担うことはもちろん

のこと、行政とＮＰＯ等との協働や、民間団体同士の協働、更には３つ以

上の団体による重層的な協働の取組が、豊かで暮らしやすい地域社会の実

現につながると考え、多様な主体による様々な形態の協働を推進していき

ます。

このように、県民、ＮＰＯ、企業、大学、行政などがこぞって共に公共

的なサービスの提供主体となり、子育てやまちづくり、環境、福祉等の身

近な分野を担っていくことを、本指針における「新しい公共」とします。
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「新しい公共」の（イメージ図）

（出典）
「新しい公共」円卓会議資料を参考に作成。
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３ 行動指針策定の目的

将来に向けて希望が持てる秋田を実現するため、一義的には県民一人ひ

とりが 『地域を良くしたい、次の世代にしっかり残したい』という秋田へ、

の熱い想いを新たにし、自ら進んで行動に移すことが重要です。

また、各主体それぞれが地域の担い手であることを再認識し、地域づく

り活動に主体的に関わっていくことができる環境づくりが必要です。

この県民協働行動指針は 「新しい公共」の考えの下、地域づくりを進め、

ていく上での各主体の役割についての基本的な考え方と、多様な主体が協

働する場合の一定のルールや、協働を推進するための取組等を示すことを

目的に策定するものです。

- 7 -



４ 新しい公共の担い手と役割

「新しい公共」の考えの下で行われる地域づくり活動は、行政や、地域住

民の自発的かつ主体的な取組による公共サービスの提供などを通じて、より

暮らしやすく住みやすい活力ある地域をつくる公益的な活動です。

、 、地域づくりを進めていく上で 各主体はそれぞれ重要な役割を担っており

それぞれが自己の責任のもとに公共サービスを推進し、その活動が広く県民

に理解されるよう努める必要があります。

⑴ 県民

⑵ 地域活動団体

地域活動団体とは、次の団体をいいます。

◇ ＮＰＯ等一定の目的や趣旨に賛同した有志がつくる団体

◇ 町内会・自治会に代表される一定の居住地をもとにした関係者がつく

る団体（地縁的活動団体）

◇ 公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人

【県民の役割】

① 県民は、それぞれが暮らす地域社会に関心を持ち、自ら行えること

を考え行動するとともに、地域づくりに関する理解を深め、地域づく

り活動に進んで参加・参画するよう努めます。

② 参加・参画は、個々の県民の自発性に基づくものであり、強制され

れるものではありません。

【地域活動団体の役割】

① 地域活動団体は、自らの目的に従い、地域づくりのため、県民に対

してその活動への参加や支持・支援を呼びかけます。

② 組織として自律し、財政・経営面でも自立を目指すとともに、自ら

情報を公開するなど、透明性のある運営を行います。
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⑶ 企業（株式会社などの営利法人、個人企業）

企業には、株式会社などの営利法人のほか、従業員を抱える個人企業も

含みます。

⑷ 大学等の高等教育機関

ここでいう高等教育機関とは、大学（大学院 、短期大学、高等専門学）

校等を指します。

【企業の役割】

① 企業は、地域社会の一員として、地域づくり活動に関する理解を深

め、自発的に地域づくり活動に参加・支援するよう努めます。

② 社員など雇用者の地域づくり活動への参加に配慮するとともに、そ

のための企業内体制の構築に努めます。

③ 事業に関する専門性を地域づくり活動に積極的に提供するよう努め

ます （※プロボノ）。

【高等教育機関の役割】

① 大学等の高等教育機関は、地域における社会資本として、地域貢献

活動を自ら推進します。

② 教職員や学生等の地域貢献活動への参加を推奨します。

③ 学際的研究に基づく成果を地域貢献活動に積極的に提供するよう努

めます （※プロボノ）。
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⑸ 行政

行政には、国、県、市町村のほか、一部事務組合や広域連合などの地

方公共団体の組合も含みます。

※ 県の役割

県内における「新しい公共」推進の主体として、国、市町村と連携を

とりながら、協働社会構築の計画的な推進に努めるとともに、県民、Ｎ

ＰＯ、企業などが行う協働の取組を支援していきます。

また、先導的、全県的に行う必要がある協働を推進するための人材育

成、情報提供などの基盤整備を推進します。

※ 市町村の役割

地方分権の進展により、市町村は、今までよりも広い分野において、

自分たちの意思と責任による地域づくりが可能になってきています。

住民に最も身近な基礎自治体として、住みよい地域づくりに向け住民

の意識と関心を高めるとともに、多様な主体と協働して、福祉や環境、

防災、災害時の救援活動などの地域課題の解決に取り組むことが期待さ

れます。

【行政の役割】

① 行政は、県民、地域活動団体、企業、大学等の高等教育機関が行う

地域づくり活動に対して、その特性を尊重し、これらの担い手と協働

して公共サービスの提供に当たります。

② 公共サービスや地域活動に係る情報を積極的に県民に提供するなど

地域づくり活動が活発に行われる環境の整備を図ります。

③ 行政は 「協働」について組織内の理解を深めるとともに、組織内の、

横断的な連携を推進します。

④ 行政は、県民や企業から 「公共」の核となる部分を負託されている、

という自覚を新たにし、新しい時代、新しい社会にふさわしい役割を

果たすために、そのあり方を常に見直していきます。
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【

【プロボノの例】

■ プロボノの勧め

プロボノとは、社会人が自らの専門知識や技能を生かして参加する社会貢献

活動のことで、ラテン語の「 (公益のために)」からきています。Pro bono publico

もともとは、弁護士など法律に携わる職業の人々が無報酬で行う、ボランティ

アの公益事業あるいは公益の法律家活動を指していましたが、現在では、法律

分野に限らず各分野の専門家が、職業上持っている知識・スキルや経験を活か

して社会貢献するボランティア活動全般をいうようになってきました。

プロボノはボランティア活動の一形態として、社会人が仕事を続けながら、

またその仕事を通して培ったスキルやノウハウを提供するということから、参

加のハードルが低く、継続しやすいというメリットがあります。また、支援す

る側もプロボノ活動を通して幅広い社会参加の機会を得られ、同時に自身のス

キルアップも図れるという点から、世界中で社員にプロボノ参加を促す企業が

増えています。

企業、大学等

プロフェッショナルな技術の提供

ＮＰＯ等

例えば、
１ヶ月に５時間、無償で専門知
識の提供（ホームページの立ち
上げ支援等）等を行う。

◎企業・大学側にも、
・社会に役立つ喜び、
・自分の仕事への意識の変
化等が芽生える。

◆ 企業のＩＴ専門家が、ＮＰＯ等のホームページの立ち上げを支援する。
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５ 「新しい公共」に向けた協働の基本原則

県民、ＮＰＯ等の地域活動団体、企業、大学、行政等がこぞって共に公

共を担う「新しい公共」を推進していくに当たっては、多様な主体による様

々な協働という手段・手法によることが望ましいと考えますが、異なる主体

が、共通の「事業目的の達成」や「政策実現」を目指すためには、互いの自

立性を尊重しながら切磋琢磨し、議論を尽くしていく姿勢が重要です。

具体的には、次の４原則を基本的なルールとして協働を進めていく必要が

あります。

行政と民間、民間同士でも内部の意思決定や会計処理などの仕組みが大き

く異なる場合があります。各主体の実態・実情を協働のプロセスに応じて説

明するなど、相互に理解しようとする姿勢と努力が必要です。

協働は、課題解決に向け協働相手と適切に役割分担をしながら共に取り組

むことから、対等・協力が基本であり、他の主体を下請けと見なすような上

下関係ではないことに留意しなければなりません。

(1) 相互の理解

■ 「円卓会議」の勧め

「円卓会議」は、丸テーブルを囲んで様々な立場にある人たちがその垣根を

越え、席の序列も定めず平等に話し合う会議のことを言います。

「話にならない 「話しても理解してもらえない」と思い込まず、初めから、 」

一度円卓会議をやってとにかく話してみましょう。

円卓会議を行うことで、対話が始まり、すぐに成果は出なくても、信頼関係

・人間関係を築くことができます。

( ) 対等な関係2
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協働による取組を増やし、効果的・効率的に進めるためには、協働事業に

関する情報を可能な限り分かりやすく詳細に提供するとともに、協働相手が

情報を容易に入手できるような対策を講じることが必要です。

協働相手の選定に当たっては、相手方の信頼性を確保する観点から、参加

機会の平等を前提にしたルールの下で選定を行うとともに、選定理由や協働

に至った経緯、協働の期間等について説明責任を果たすなど、公平性・透明

性の確保に留意しなければなりません。

協働の実施後は、今後の適切な協働関係の構築や改善、事業の成果をより

高めるための検証と評価が重要です。

それぞれの担い手で構成する協議の場を設け、取組の検証を行うなど、協

働事業の質を向上できるよう努めます。

( ) 参加機会の平等4

(3) 情報の公開

( ) 協働の検証5
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６ 協働の形態

協働の形態（方法）は、委託、補助、共催、後援、実行委員会など様々

です。

事業の目的、協働相手などにより、最も適切な形態を選択することが必

要です。

⑴ 委託

本来はある主体が行うべき事業を、その主体にはない優れた特性を持つ

第三者に契約により委ねる形態です。一般的に、事業についての最終的な

責任と成果は委託者に帰属します。行政によく見られる形態です。

■ 効果

第三者の特性や能力を活かすことで、より効果的・効率的で事業

目的に合ったサービスを提供できます。

⑵ 事業計画・実施過程への参画

、 、 、 、行政の事業実施 計画策定 条例制定等や 企業が行う開発等に際して

ＮＰＯ等の意見や提案を受け、それぞれの事業にＮＰＯ等の特性や能力な

どを活かす形態です。

企画への参画については、どの段階からということにこだわらず、事

業実施前や協働の相手が決定してからでも、相手の特徴や能力を反映させ

るなど、柔軟に対応します。

■ 効果

☆行政が設置する審議会等の委員としてＮＰＯ等が参加したり、ＮＰ

Ｏ等から事業提案を受け入れることなどにより、行政の政策形成過

程へ県民の参画を促進することができます。

☆地域の実情を反映した提案や先駆的な意見を活かすことにより、新

たな課題の発見につながり、サービスの質を向上させることができ

ます。

また、事業をスムーズに進めることができます。
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⑶ 事業協力

各主体間で、目的やそれぞれの役割分担等を取り決めた協定書を取り交

、 、 。わすことで 一定期間 継続的な関係の下で事業を協力して行う形態です

例として、講師の手配や進行役を担当するなどの協力があります。

■ 効果

☆お互いの特性を活かし、対等な関係でより効果の高い事業を行うこ

とができます。

☆ＮＰＯ等の専門性やネットワークを活かすことで、住民の関心を高

、 。めることができ イベント等では幅広い住民の参加が期待できます

⑷ 共催

他の主体が行う事業で、その事業目的や内容が、自分の団体と合致する

場合、事業費を負担したり、必要な人員を派遣する等の方法により、共同

で開催する形態です。

■ 効果

☆単独で実施するよりも少ない負担額で事業を行うことができます。

☆他の主体に属する人が持つノウハウやネットワークを活用すること

ができます。

⑸ 後援

他の主体が行う事業で、その事業目的や内容が、自分の団体と合致する

場合、自分の団体名義を使用することを承認して、その事業に賛意を表す

ことで支援する形態です。

主に行政や報道機関、大きな企業の名義が使用されます。

■ 効果

行政等が後援することにより、事業の社会的信用性が増し、より事

業の成果があがることが期待されます。
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⑹ 実行委員会

、 、 、実行委員会は 一定の目的のため 各主体が共に構成メンバーとなって

新たな組織を立ち上げ、そこが主催者となって事業を行う形態です。

事業の実施責任や成果は構成する各主体に帰属します。

■ 効果

☆事業の企画段階から実施まで、対等な関係で各主体が協力し話し

合いながら行うことで、適切な協力関係を築くことができます。

☆それぞれの団体が持っているノウハウ、ネットワーク、人材など

を活かすことで、様々なニーズに即した事業や大規模なイベント

の実施が可能となり、幅広い参加が期待できます。
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７ 新しい公共を協働で推進するために

県民、ＮＰＯ等の地域活動団体、企業、大学、行政等がこぞって共に公共

を担う「新しい公共」を推進していくため、県では次の３つを柱に県と多様

な主体との協働に積極的に取り組むとともに、各主体が協働するための基盤

整備を図り、協働社会の構築を目指します。

また、県職員は、率先して社会活動へ参加し、実践を通じて理解を深め、

協働の重要なパートナーとしての認識を新たにし、様々な取組を牽引してい

くよう努めます。

⑴ 県民のコミュニティ活動やＮＰＯ活動への参加促進

地域の主体である県民一人ひとりの、コミュニティ活動やボランティ

ア・ＮＰＯ活動への理解と自発的参加の促進を図るとともに、地域づく

り活動への取組を支援します。

ア あきた協働ウィークの開催

協働のきっかけづくりとなるよう「あきた協働ウ ーク」を設ィ

け、啓発イベントなど関連事業を集中的に開催します。

イ 未来を担う子どもたちの地域活動への参加促進

小学生の親子等が、長期の休みや土日を利用して参加できるＮ

、ＰＯ活動等を記載したスケジュール表を作成・配布するとともに

ＮＰＯによる県内の小・中学校、高校への出前講座を行います。

ウ 自立的な活動を育てるアダプトプログラム等の普及・促進

地域住民や地域企業が、公共の場所や施設を自分たちの手でき

れいにしたり、保存したりする自立的な活動（アダプトプログラ

ム）を支援します。

エ 講演会・学習会、イベント等開催の支援

地域が取り組む自主・自立した地域づくり活動や、地域が元気

になる活動に対して支援します。
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⑵ 協働を支える基盤整備

ＮＰＯや企業などの取組を促進するため、資金援助、活動拠点等基盤

整備を行います。

ア 活動情報の交換や発信の場の構築

。市民活動団体の情報発信力向上のための指導・助言を行います

また、団体相互の活動情報の交換・発信の場である「市民活動

情報ネット」の充実を図ります。

イ あきたスギッチファンドへの支援

県民、企業などの寄附を主な原資として市民活動団体への助成

を行う「あきたスギッチファンド」の運営を支援します。

ウ 多くの人が集える活動拠点づくりの促進

地域の人々の交流を核とし、地域課題を解決するための活動拠

点（コミュニティサロン・カフェ等）づくりを支援します。

エ コミュニティビジネスへの支援

地域再生に向けた活動や、地域の活気・賑わいの創出を図るコ

ミュニティビジネスを展開しようとする取組を支援します。

オ 県北・県南・中央のＮＰＯサポートセンターの機能強化

地域におけるボランティア・市民活動を促進するため、相談コ

ーディネートの実施や情報の収集・提供を行うほか、専門性の高

い外部相談員との連携を図るなど、各センターの機能を強化しま

す。

カ 秋田の魅力データベースの構築

、 、 、 、地域資源を活用した地域づくりの推進のため 人 モノ 芸術

文化等をデータベースとして収集・整理し、活用できる環境を整

えます。

⑶ 行政と多様な主体との協働の推進

① 行政は多様な主体をパートナーとして、様々な課題解決に向けて相

互の役割分担の明確化を図りながら、協働で取り組みます。
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ア 県と企業との包括協定の推進

県と民間企業の包括的な協定による取組を地域の活性化に活か

すため、県産品の販売促進や、ＮＰＯ等多様な主体の参加による

協定の実践の仕組みを構築します。

イ 協働事業提案制度による事業実施への助成

民間から県と協働する事業プランの提案を募集・実施し、民間

の多様な主体と県の協働事業の推進を図ります。

ウ 県外の人たちとの協働ネットワークの構築

県内における協働のみならず、首都圏等で秋田へ想いを寄せて

活動している方々や団体と、県内で活躍している団体等との協働

のネットワークを構築します。

② 協働を推進する人材の育成・配置に努めます。

ア 協働推進専門員の育成

県北・県南・中央のＮＰＯサポートセンターの職員を、各主体

間のマッチングを行う協働推進専門員として育成し、多様な主体

による協働の促進を図ります。

イ リーダー人材等の育成

多様な主体の活動が継続して進められるよう、ＮＰＯ活動や地

域づくりを牽引するリーダー人材等を育成します。

ウ 行政職員の理解を促進するための研修の実施

県・市町村と他の主体との協働の推進に向けた研修を行い、職員

の協働に対する意識を醸成します。
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8 協働の事例

それぞれの担い手が協働する事例には、例えば、次のようなものが挙げら

れます。

(1) かづのde“ふるさとライフ”ビジネス創出事業（鹿角市）

事務局：ＮＰＯ法人かづのふるさと学舎

協働の担い手 役割

地域住民 施設環境（森、畑など）整備協力
ＮＰＯ法人かづのふるさと学舎 施設運営管理、体験メニューの提供

鹿角市 公有財産管理、広報などの協力

(2) ゼロダテ／大館展（大館市）

事務局：ゼロダテ／大館展 実行委員会

協働の担い手 役割

県内外アーティスト 作品出展・運営協力

首都圏在住の地元出身者 協賛・運営協力

地元企業・団体 協賛・協力

商店街の店主 店舗に作品展示・運営協力

地元の高校生 清掃活動

地元の若者 ライブ・出展・運営協力

地元などのボランティア 実行委員会スタッフ・協力

大館市 サポートスタッフ、広報、関係機関連絡調整

○小学校の廃校を利用した「中滝ふるさと学舎」を拠点とし、自然体験
活動などを通じた都市と地域との交流や、地域食材を利用した食の提
供などの取組を進めている。

○商店街で閉じたシャッターを開けて美術作品の展示やライブ、郊外で
のキャンプやコンサートなど、アートの視点からふるさと大館を盛り
あげようとしている。

声：「癒しの森」、「癒しの川」、「癒しの滝」、「懐かしい木造校舎」
を活用した体験型の活動ができている。

声：商店街が活気づいた。ふるさとの良さを再発見した。大館にとど
まらず、秋田県全体や首都圏とのネットワークも広がってきた。

旧中滝小学校の自
然環境を伝えたい。中滝ふるさと学舎

ゼロダテ：大館＝ＯＤＡＴＥを 「０（ゼロ）－ＤＡＴＥ（日
付）」と読み替えしたもので、アートを通じてまちに新
たな活力を創造する思いが込められている。

地域などの
バックアップ
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(3)のしろ白神ネットワーク（能代市）

事務局：のしろ白神ネットワーク

協働の担い手 役割

秋田県立大学木材高度加工研
究所

事務局、木材利用研究の成果を地域活性化へ

市民団体（さつき会、手這坂
活用研究会、上町すみれ会、
ＮＰＯ法人常磐ときめき隊、
能代バイパス黒松友の会

里山暮らし伝承、茅葺き屋根集落の保全と活
用、市街地でのにぎわい創出、農林産物の活
用、黒松の並木づくり

能代市、県山本地域振興局 広報、関係機関との連絡調整

能代河川国道事務所
日本風景街道事業のモデルルート
「のしろ白神の道」の環境整備

(4)秋田地区かわまちづくり（秋田市）

事務局：秋田地区かわまちづくり懇談会

協働の担い手 役割

町内会、地域住民
企画立案、プロジェクト進行（例：ベンチづく
り、ウッドデッキ提案）、イベントへの参加

商工会議所、青年会議所 商業、観光の面からの協力

秋田魁新報社 広報、宣伝

ＮＰＯ法人あきたパドラーズ クリーンアップ、カヌーによるイベント

NPO法人あきたＮＰＯコアセンター 企画立案ワークショップの進行、全体調整

NPO法人ﾄｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｺﾝｿｰｼｱﾑ秋
田、いぬ・ねこﾈｯﾄﾜｰｸ秋田

それぞれの活動を通じての賑わいづくりへの貢
献（例：ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ、犬猫の里親捜し）

秋田市、県秋田地域振興局
国土交通省秋田河川国道事務所

行政としての資金、広報、調整、ボランティア
参加

声：お互いの取組を知るのが大事。無理に足並みをそろえる必要はない。
できることや得意分野で結びつくゆるやかなつながりができた。

○「かわ」と「まち」のもつ潜在的な個性（豊かな自然、歴史、文化、食、
体験など）を活かしつつ、有機的につなげて、自らが楽しい地域創りに
取り組んでいる。

声：民産官学の連携は、それぞれの垣根を少し越えて、相手の領域まで
入っていく活動や心理状態にならないと、本当の連携は出来ず、「垣
根を越えていきたい」と思っている。

○能代周辺沿道を「歴史と文化の薫る風景街道」に育てていくことを目
的に民学官が協働で木材を活用したまちづくり・道づくり活動を行って
いる。

のしろ白神ネットワーク

さつき会

手這坂活用研究会

上町すみれ会

常盤ときめき隊

能代河川国道事務所

県山本地域振興局

能代市

県立大学木
材高度加工
研究所

賑わいの街癒しの川

能代バイ
パス黒松
友の会
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(5) 海岸林の植樹活動（秋田市）

事務局：マックスバリュ東北㈱

協働の担い手 役割

マックスバリュ東北㈱
苗木の提供、会場運営、ボランティアのバス
輸送、ポスター、ちらし等の製作

東日本旅客鉄道㈱
実施箇所での苗を植える準備作業、幼木を守
る防風柵の施工

地域住民など 植樹活動

声：５年間で延べ５千人が参加し、５万本以上の植樹ができた。

(6) わらしべ貯金箱（秋田市）

事務局：ＳｉＮＧ

協働の担い手 役割

ボランティア 会場準備、運営サポート

企業
寄附品の受付、イベントスペース及び倉庫の
提供、告知協力

わらしべ貯金箱実行委員会 運営、連絡調整

行政 告知協力

○「モッタイナイ」を実践しながら、気軽に始められる社会活動。家庭で
不要となったもので、他の人に使ってもらいたいものを寄附してもら
い、それを参加者各自が値付けして貯金し、社会活動の資金として活用
している。

声：県民、企業、行政がそれぞれの得意分野で関わり合いながら活動
している。
一人ひとりの小さな社会活動を積み上げることが、大きな社会活動
につながっていくことを実感した。

○秋田市下浜海岸において、企業同士の協働による植樹活動を行った
ほか、クリーンアップ活動や育樹活動を行っている。

マックスバリュの植樹活動＊ＪＲの鉄道林の被害対策
＊地域住民などの植樹

集まれば
ベロタクシー（自転車タク
シー）などの社会活動

「モッタイナイ」
の気持ち
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(7) 五城目乗合タクシー（五城目町）

事務局：五城目町地域公共交通協議会

協働の担い手 役割

バス、タクシーなどの会社 地域交通手段提供者

道路管理者、警察 道路管理や交通安全の立場からの協力

町内会、ＰＴＡ 地域住民としての意見だし

商工会、病院、学校など 各団体の実情、要望意見だし

五城目町 総合調整

(8) もみがらプロジェクト（にかほ市）

事務局：ＮＰＯ法人モミガラパワー（MP）

協働の担い手 役割

にかほ市工業振興会・にかほ
市商工会

インキュベーター(起業支援)・補助金・設備
開発等

農家、農協 籾殻提供・利用法開発

県立大学 籾殻利用のための学術的な支援

にかほ市 補助金、普及活動支援など

ＮＰＯ法人モミガラパワー（MP）
利用法検討・普及活動・関係機関連携推進・
事業化支援

○多様な主体が協議会メンバーとなって五城目地域の交通手段の確保を
図っている。

声：邪魔だと思っていた籾殻が有効に利用できる、という認識が広がって
きた。

声：さまざまな団体が地域の交通手段の確保の観点から一同に会して、
よりよい方策を模索しながら、乗合タクシーを進めている。

○籾殻の安定的な利用法を図ることにより、地域の活性化と循環型社会の
構築を目指している。

農家：もみがら、何とか
ならないかな・・・

工業関係者：みんなで
考えてみるか・・

大学の先生からのアドバイス

機械の開発挑戦

循環型の社
会へ

五城目町地域公共交通協議会

道路管理者・警察

町内会・ＰＴＡ

五城目町

バス・タクシー会社

商工会・病院・学校
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(9) 大仙クエスト（大仙市）

事務局：大仙若者会議

協働の担い手 役割

大仙若者会議 企画・運営など

商店街、商工会議所 店舗での出し物協力、昼食の提供など

大仙市、大仙市教育委員会 広報など事業協力

ＮＰＯ法人秋田県南ＮＰＯ
センター

若者会議を実施、きっかけづくり、運営補助

○ロールプレイングゲーム(RPG）をヒントに街歩きと会話を取り入れた
冒険イベントで、小中学生が主人公となりＪＲ大曲駅前の花火通り商
店街をめぐり、人とのふれあいの機会を設けて、地元への愛着を持っ
てもらうきっかけづくりをしている。

声：「まち」に住む人々との会話から、参加した小中学生はこれまで気づ
かなかった「まち」の歴史に興味を持ち、人々の「まち」に込める思
いを感じ取ることができたほか、世代や地域を超えた交流を実現し
た。

冒険イベント

会話街歩き

ふれあいの機会
地元への愛着
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(10) 横手フレンズ連絡会（横手市）

事務局：横手フレンズ連絡会

協働の担い手 役割

NPO法人秋田県南ＮＰＯセン
ター

ＮＰＯ法人横手ひらか地域通
貨ドーモ委員会

ＮＰＯ法人県南介護サポート
かがやきネット

ＮＰＯ法人ハート・かまくら

介護ボランティアの会

社会福祉法人 ファミリーケ
アサービスすこやか横手

横手市社会福祉協議会

横手市地域包括支援センター

さわやか福祉財団 違った団体のいいところをつなぐ連携・調整

○誰もが住みなれた地域で最後まで安心して暮らしていくために、地域
住民と医療、介護、福祉などに関わる人たちが、考えや情報を共有す
るためのネットワークづくりを目指した。賛同する団体や個人、地域住
民と共に公益財団の協力を受け、支え合いネットワークを考えるフォー
ラムを３年間実施しきっかけづくりをしている。

声：地域で、どのような団体がどのような取り組みをしているかを知り、
それぞれの団体が協働で多様な住民ニーズに対応していくという、
ふれあい・ささえあいのネットワークの必要性が認識された。

医療、介護、福祉などのサービスを提供して
いるそれぞれの団体等がそれぞれの取り組み
や課題、今後の方向性などを幅広く情報交換
し、相互に連携していく。

横手フレンズ
連絡会

ＮＰＯ

社協

介護施設市

さわやか
福祉財団

つなぎ役

ＮＰＯ

社協

介護施設

医師会

市

医師会

同じことを目指している
はずなのに・・・・・・
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(11) 「棚田オーナー募集ツアー」実践事業（横手市）

事務局：大森町グリーンツーリズム推進協議会

協働の担い手 役割

地域農家 棚田の提供、農業体験の指導

県農山村振興課 県事業委託、広報などの協力

横手市 関係機関との連絡調整

大森町グリーンツーリズム
推進協議会

事務局、総合調整

(12) 岩崎の地域活動（湯沢市）

事務局：岩崎地区町内協議会

協働の担い手 役割

岩崎地区町内協議会

住民会議、道路整備委員会、仏事祭壇事業部、岩崎盆踊
り伝承委員会、初丑祭り実行委員会、藤と鹿島の里プラ
ン会議、社会体育部という７部門による専門部会による
取組

地区の公園愛護会 千年公園・天ヶ台森林公園の清掃活動など

老人クラブ連合会 老人クラブ活動による地域活動

能恵姫竜神太鼓講座 地域の伝統文化の伝承

ＮＰＯ法人岩崎ＮＰＯ 地域コミュニティ活動を支援

岩崎地区自治会議
ふるさとふれあいセンター指定管理、湯沢community協
働体験塾（地区センターの指定管理者制度導入促進）

声：地域の問題を住民が対話によって解決してきた。これからも地元
が地元を支えていきたい。

声：参加する人は貴重な農業体験を通じて癒しや経験、収穫の喜びをもら
い、受け入れる側は、改めて農業や土地への理解と愛着を深める。
その双方向の心の交流がもたらす「もの」を見守っていきたい。

○都市に住んでいる方などに棚田のオーナーになってもらい、農業体験
などを通して、都市農村交流や地域づくりを進めている。

○長年、全住民が話し合える対話の土壌づくりを進め、住民自らが地域の
課題解決に取り組んでいる。

年４回の体験ツアー
春感ツアー（５月）：田植え
夏感ツアー（８月）：ジャガイモ収穫
秋感ツアー（９月）：稲刈り、リンゴ狩り
味覚ツアー（１１月）：りんごジュースづくり

みんなで対話
（巡回町内懇談会）

みんなで問題解決
（役員だけで進めない）

情報活動
（情報の共有）

コミュニティ活動の３要素
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@
h
o
tm

ai
l.
co
.j
p

参
考
：

「
協

働
の
推

進
に
関

す
る
相

談
窓

口
一

覧
」

市 町 村中 間 支 援 団 体
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分
類

名
称

郵
便

番
号

住
所

電
話

Ｆ
Ａ
Ｘ

Ｅ
メ
ー

ル

参
考
：

「
協

働
の
推

進
に
関

す
る
相

談
窓

口
一

覧
」

北
秋

田
市

生
活

課
0
1
8
-
3
3
9
2

北
秋

田
市

花
園

町
1
9
-
1

0
1
8
6
-
6
2
-
6
6
2
8

0
1
8
6
-
6
2
-
2
8
8
0

su
is
h
in
@
ci
ty
.k
it
aa
ki
ta
.a
ki
ta
.j
p

に
か
ほ
市
企

画
情

報
課

0
1
8
-
0
1
9
2

に
か
ほ
市

象
潟

町
字

浜
ノ
田

1
0
1
8
4
-
4
3
-
7
5
1
0

0
1
8
4
-
6
2
-
9
0
1
3

ki
ka
ku
@
ci
ty
.n
ik
ah
o
.l
g.
jp

仙
北

市
企

画
振

興
課

0
1
4
-
1
2
9
8

仙
北

市
田

沢
湖

生
保

内
字

宮
ノ
後

3
0

0
1
8
7
-
4
3
-
1
1
1
2

0
1
8
7
-
4
3
-
1
3
0
0

ki
ka
ku
@
ci
ty
.s
em

b
o
ku
.a
ki
ta
.j
p

小
坂

町
総

務
課

0
1
7
-
0
2
9
2

小
坂

町
小

坂
鉱

山
字

尾
樽

部
3
7
-
2

0
1
8
6
-
2
9
-
3
9
0
7

0
1
8
6
-
2
9
-
5
4
8
1

ki
ka
ku
@
to
w
n
.k
o
sa
ka
.a
ki
ta
.j
p

上
小

阿
仁

村
総

務
課

0
1
8
-
4
4
9
4

上
小

阿
仁

村
小

沢
田

字
向

川
原

1
1
8

0
1
8
6
-
7
7
-
2
2
2
1

0
1
8
6
-
7
7
-
2
2
2
7

ki
ka
ku
@
vi
ll.
ka
m
ik
o
an
i.
lg
.j
p

藤
里

町
町

民
生

活
課

0
1
8
-
3
2
0
1

藤
里

町
藤

琴
字

藤
琴

8
0
1
8
5
-
7
9
-
2
1
1
3

0
1
8
5
-
7
9
-
2
1
1
6

ch
o
fu
ku
@
to
w
n
.f
u
jis
at
o
.l
g.
jp

三
種

町
企

画
振

興
課

0
1
8
-
2
4
0
1

三
種

町
鵜

川
字

岩
谷

子
8

0
1
8
5
-
8
5
-
4
8
1
7

0
1
8
5
-
8
5
-
2
1
7
8

ki
ka
ku
@
to
w
n
.m

it
an
e.
lg
.j
p

八
峰

町
企

画
財

政
課

0
1
8
-
2
5
0
2

八
峰

町
峰

浜
目

名
潟

字
目

長
田

1
1
8

0
1
8
5
-
7
6
-
4
6
0
3

0
1
8
5
-
7
6
-
2
1
1
3

ki
ka
ku
@
to
w
n
.h
ap
p
o
u
.a
ki
ta
.j
p

五
城

目
町

ま
ち
づ
く
り
課

0
1
8
-
1
7
9
2

五
城

目
町

西
磯

ノ
目

1
-
1
-
1

0
1
8
-
8
5
2
-
5
3
6
1

0
1
8
-
8
5
2
-
3
1
5
1

m
ac
h
i@
to
w
n
.g
o
jo
m
e.
ak
it
a.
jp

八
郎

潟
町

総
務

課
0
1
8
-
1
6
9
2

八
郎

潟
町

字
大

道
8
0

0
1
8
-
8
7
5
-
5
8
0
1

0
1
8
-
8
7
5
-
3
0
9
6

so
u
m
u
@
to
w
n
.h
ac
h
ir
o
ga
ta
.l
g.
jp

井
川

町
総

務
課

0
1
8
-
1
5
9
6

井
川

町
北

川
尻

字
海

老
沢

樋
ノ
口

7
8
-
1

0
1
8
-
8
7
4
-
4
4
1
1

0
1
8
-
8
7
4
-
2
6
0
0

so
u
m
u
@
to
w
n
.i
ka
w
a.
ak
it
a.
jp

大
潟

村
総

務
企

画
課

0
1
0
-
0
4
9
4

大
潟

村
字

中
央

1
-
1

0
1
8
5
-
4
5
-
2
1
1
1

0
1
8
5
-
4
5
-
2
1
6
2

g-
ki
ka
ku
@
o
ga
ta
.o
r.
jp

美
郷

町
総

務
課

0
1
9
-
1
4
0
4

美
郷

町
六

郷
字

上
町

2
1

0
1
8
7
-
8
4
-
1
1
1
1

0
1
8
7
-
8
5
-
2
1
0
7

so
u
m
u
@
to
w
n
.m

is
at
o
.a
ki
ta
.j
p

美
郷

町
住

民
活

動
セ
ン
タ
ー
「
み

さ
ぽ
ー

と
」

0
1
9
-
1
4
0
4

美
郷

町
六

郷
字

上
町

2
1

0
1
8
7
-
8
4
-
4
9
2
2

0
1
8
7
-
8
4
-
3
9
3
8

so
u
m
u
@
to
w
n
.m

is
at
o
.a
ki
ta
.j
p

羽
後

町
企

画
商

工
課

0
1
2
-
1
1
3
1

羽
後

町
西

馬
音

内
字

中
野

1
7
7

0
1
8
3
-
6
2
-
2
1
1
1

0
1
8
3
-
6
2
-
2
1
2
0

ki
ka
ku
@
u
go
m
ac
h
i.
co
m

東
成

瀬
村

総
務

課
0
1
9
-
0
8
0
1

東
成

瀬
村

田
子

内
字

仙
人

下
3
0
1

0
1
8
2
-
4
7
-
3
4
0
1

0
1
8
2
-
4
7
-
3
2
6
0

so
u
m
u
@
vi
ll.
h
ig
as
h
in
ar
u
se
.a
ki
ta
.j
p

市 町 村
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分
類

名
称

郵
便

番
号

住
所

電
話

Ｆ
Ａ
Ｘ

Ｅ
メ
ー

ル

参
考
：

「
協

働
の
推

進
に
関

す
る
相

談
窓

口
一

覧
」

秋
田

県
企

画
振

興
部

地
域

活
力

創
造
課

0
1
0
-
8
5
7
0

秋
田

市
山

王
４
丁

目
1
-
1

0
1
8
-
8
6
0
-
1
2
3
7

0
1
8
-
8
6
0
-
3
8
7
3

ch
ik
at
su
@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

鹿
角

地
域

振
興

局
総

務
企

画
部

地
域
企
画

課
0
1
8
-
5
2
0
1

鹿
角

市
花

輪
字

六
月

田
１

0
1
8
6
-
2
2
-
0
4
5
7

0
1
8
6
-
2
3
-
5
5
7
4

ka
ch
i@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

北
秋

田
地

域
振

興
局

総
務

企
画

部
地

域
企

画
課

0
1
8
-
3
3
9
3

北
秋

田
市

鷹
巣

字
東

中
岱

7
6
-
1

0
1
8
6
-
6
2
-
1
2
5
1

0
1
8
6
-
6
3
-
0
4
9
6

ki
ta
ak
it
as
o
u
m
u
ki
ka
ku
b
u
@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

山
本

地
域

振
興

局
総

務
企

画
部

地
域
企
画

課
0
1
6
-
0
8
1
5

能
代

市
御

指
南

町
1
-
1
0

0
1
8
5
-
5
5
-
8
0
0
4

0
1
8
5
-
5
5
-
2
2
9
6

ya
m
as
o
u
@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

秋
田

地
域

振
興

局
総

務
企

画
部

地
域
企
画

課
0
1
0
-
0
9
5
1

秋
田

市
山

王
４
丁

目
1
-
2

0
1
8
-
8
6
0
-
3
3
1
3

0
1
8
-
8
6
0
-
3
8
6
0

ak
it
as
o
u
m
u
ki
ka
ku
b
u
@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

由
利

地
域

振
興

局
総

務
企

画
部

地
域
企
画

課
0
1
5
-
8
5
1
5

由
利

本
荘

市
水

林
3
6
6

0
1
8
4
-
2
2
-
5
4
3
2

0
1
8
4
-
2
2
-
6
6
8
3

yu
ri
so
u
m
u
ki
ka
ku
b
u
@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

仙
北

地
域

振
興

局
総

務
企

画
部

地
域
企
画

課
0
1
4
-
0
0
6
2

大
仙

市
大

曲
上

栄
町

1
3
-
6
2

0
1
8
7
-
6
3
-
5
1
1
4

0
1
8
7
-
6
3
-
6
3
6
9

se
n
b
o
ku
so
u
m
u
ki
ka
ku
b
u
@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

平
鹿

地
域

振
興

局
総

務
企

画
部

地
域
企
画

課
0
1
3
-
8
5
0
2

横
手

市
旭

川
１
丁

目
3
-
4
1

0
1
8
2
-
3
2
-
0
5
9
4

0
1
8
2
-
3
2
-
8
3
4
9

h
ir
ak
as
o
u
m
u
ki
ka
ku
b
u
@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

雄
勝

地
域

振
興

局
総

務
企

画
部

地
域
企
画

課
0
1
2
-
0
8
5
7

湯
沢

市
千

石
町

２
丁

目
1
-
1
0

0
1
8
3
-
7
3
-
8
1
9
1

0
1
8
3
-
7
2
-
5
0
5
7

o
ga
ch
is
o
u
m
u
ki
ka
ku
b
u
@
p
re
f.
ak
it
a.
lg
.j
p

県 機 関
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郵
便

番
号

住
所

電
話

Ｆ
Ａ
Ｘ

Ｅ
メ
ー

ル
・
備

考

0
1
0
-
8
5
0
2

秋
田

市
手

形
学

園
町

1
-
1

0
1
8
-
8
8
9
-
2
2
7
0

0
1
8
-
8
8
9
-
3
1
6
2

sh
ak
o
ke
n
@
jim

u
.a
ki
ta
-
u
.a
c.
jp
.

0
1
0
-
0
1
9
5

秋
田

市
下

新
城

中
野

字
街

道
端

西
2
4
1
-
4
3
8

0
1
8
-
8
7
2
-
1
5
8
1

0
1
8
-
8
7
2
-
1
6
7
3

st
ic
@
ak
it
a-
p
u
.a
c.
jp

0
1
0
-
1
2
9
2

秋
田

市
雄

和
椿

川
字

奥
椿

岱
0
1
8
-
8
8
6
-
5
9
0
4

0
1
8
-
8
8
6
-
5
9
1
0

co
s@

ai
u
.a
c.
jp

0
1
0
-
8
5
1
5

秋
田

市
下

北
手

桜
字

守
沢

4
6
-
1

0
1
8
-
8
3
6
-
3
2
0
5

0
1
8
-
8
3
6
-
3
3
2
1

－

0
1
7
-
0
0
4
6

大
館
市
清
水

2
丁
目

3
-
4

同
上

電
話

、
Ｆ
Ａ
Ｘ
等

お
問

い
合

わ
せ

は
ノ
ー

ス
ア
ジ
ア

大
学

理
事

長
総

室
へ

。

0
1
0
-
8
5
1
5

秋
田

市
上

北
手

桜
字

守
沢

4
6
-
1

同
上

同
上

0
1
0
-
1
4
9
3

秋
田

市
上

北
手

猿
田

字
苗

代
沢

1
7
-
3

0
1
8
-
8
2
9
-
3
0
0
0

0
1
8
-
8
2
9
-
3
0
3
0

－

0
1
0
-
1
4
9
2

秋
田

市
上

北
手

猿
田

字
苗

代
沢

1
7
-
3

同
上

同
上

0
1
0
-
1
6
3
2

秋
田

市
新

屋
大

川
町

1
2
-
3

0
1
8
-
8
8
8
-
8
1
0
0

0
1
8
-
8
8
8
-
8
1
0
1

sy
o
m
u
@
am

ca
c.
ac
.j
p

0
1
1
-
0
9
3
7

秋
田

市
寺

内
高

野
1
0
-
3
3

0
1
8
-
8
4
5
-
4
1
1
1

0
1
8
-
8
4
5
-
4
2
2
2

jim
u
@
se
ir
ei
-
w
jc
.a
c.
jp

0
1
1
-
8
5
1
1

秋
田

市
飯

島
文

京
町

1
-
1

0
1
8
-
8
4
7
-
6
1
0
6

0
1
8
-
8
5
7
-
3
1
9
1

ki
ka
ku
-
d
v@

ak
it
a-
n
ct
.j
p

0
1
0
-
8
5
0
2

秋
田

市
手

形
学

園
町

1
-
1

0
1
8
-
8
3
1
-
1
9
9
7

0
1
8
-
8
3
7
-
4
8
8
5

ak
it
a-
ak
ts
c@

o
u
j.
ac
.j
p

0
1
7
-
0
8
0
5

大
館

市
字

扇
田

道
下

6
-
1

0
1
8
6
-
4
2
-
5
7
0
0

0
1
8
6
-
4
2
-
5
7
1
9

H
P
(h
tt
p
:/
/
w
w
w
.e
h
d
o
.g
o
.j
p
/
ak
it
a/
co
lle
ge
/
)

の
「
お

問
い
合

わ
せ

」
か
ら
送

信
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す

べ
て
の
機

関
を
掲

載
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

参
考

：
「
高

等
教

育
機

関
等

一
覧

」

名
称

秋
田
大

学
社

会
貢

献
推

進
室

公
立
大

学
法

人
秋

田
県
立
大

学
地

域
連

携
チ
ー

ム

秋
田

栄
養

短
期

大
学

聖
霊

女
子

短
期

大
学

事
務

局
総

務
係

日
本

赤
十

字
秋

田
短

期
大

学
事

務
局

総
務

課

公
立
大

学
法

人
国

際
教
養
大

学
企

画
課

地
域

交
流

チ
ー

ム

学
校
法

人
ノ
ー

ス
ア
ジ
ア
大

学
理

事
長

総
室

秋
田

看
護

福
祉

大
学

日
本

赤
十

字
秋

田
看

護
大

学
事

務
局

総
務

課

秋
田

工
業

高
等

専
門

学
校

放
送
大

学
秋

田
学

習
セ
ン
タ
ー

東
北

職
業

能
力

開
発

大
学

校
付

属
秋

田
職

業
能

力
開

発
短

期
大

学
校

秋
田

公
立

美
術

工
芸

短
期

大
学

大
学

開
放

セ
ン
タ
ー
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